
全日本学生自動車連盟九州支部規約 

 

九州支部役員への補助に関する細則 

平成２８年１２月２３日 

 

第１条 九州支部の学生役員は、支部規約第１７条に基づき、その経済的負担軽減

のため、当支部より補助を受けることができる。 

 

第２条 学生役員への補助は毎月 1000円とする。 

 


